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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｋ３－０１ 堆肥製造用生ごみ処理機 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ３－１００ 一 コンポスト 

Ｋ０－５０ 一 家庭用生ゴミ処理機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ０－５００ 廃棄物処理機械等 

Ｄ５－１９２ ディスポーザー 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

堆肥製造用生ごみ処理機 コンポストボックス 家庭用生ごみ処理機 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 堆肥製造用の生ごみ処理機一般。 

 処理対象が生ごみであれば、堆肥が製造されないものも含む。 

 用途が家庭用か産業用かを問わない。 

 処理方法が微生物を使うか否かを問わない。 

  

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 廃棄物を減容、解体、破壊するためのものは→Ｋ０－５００へ。 

 廃棄物処理炉、廃棄物炭化炉は→Ｋ０－５２へ。 

 生ごみを破砕・粉砕するだけのもの（ディスポーザーと呼ばれ、通常、排水機能を有する）は→Ｄ５－１９２

へ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

登録 1152190 

生ごみ処理機 
登録 1154573 
生ゴミ処理機 

登録 1151293 
コンポストボックス 

K0-500 
登録 1152190 
プラスチック類減容機

D5-192 
登録 1008897 
ディスポーザー 

 


